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ｃ 認定こども園 

 （ａ）根拠法令 

   認定こども園の意義については前述の通りである。認定こども園につい   

ては、 

 

① 幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関す

る基準 

② 佐世保市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁 

量型認定こども園の認定に関する要件を定める条例 

 

に定められている。 

また、認定こども園には、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地域

裁量型」の４類型があるが、保育教諭等の配置基準は保育所と同じであ

る。 

 

 （ｂ）定員、乳幼児の受入れ人数、保育士人数等（令和５年４月１日現在） 

    ２０２３（令和５）年４月１日時点の定員、乳幼児の受入れ人数、保    

育士人数等は以下の通りである。 
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ⅰ 幼保連携型認定こども園 

① 定員、受け入れ人数 

 

 

② 保育士など職員数 
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ⅱ 保育所型認定こども園 

① 定員、受け入れ人数 

 

 

   ② 保育士など職員数 
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